
 

 

 

 

令和７年度 

 

 

事 業 報 告 書 

 

 

 

 

 

国立研究開発法人 

森林研究・整備機構 
 

 

 



 

 

目  次 

 

 

1. 法人の長によるメッセージ ··········································································· １ 

 

2. 法人の目的、業務内容 ··················································································· ３ 

（1） 法人の目的 

（2） 業務内容 

 

3. 政策体系における法人の位置付け及び役割 ················································· ４ 

 

4. 中長期目標 ····································································································· ５ 

（1） 概要 

（2） 一定の事業等のまとまりごとの目標 

 

5. 法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 ····················································· ７ 

 

6. 中長期計画及び年度計画 ··············································································· ７ 

 

7. 持続的に適正なサービスを提供するための源泉 ·········································· 11 

（1） ガバナンスの状況 

① 主務大臣 

② ガバナンスの体制図 

（2） 役員等の状況 

① 役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴 

② 会計監査人の氏名又は名称及び報酬 

（3） 職員の状況 

（4） 重要な施設等の整備等の状況 

① 当事業年度に完成した主要な施設等 

② 当事業年度継続中の主要な施設等の新設・拡充 

③ 当事業年度に処分した主要な施設等 

 



 

 

（5） 純資産の状況 

① 資本金の額及び出資者ごとの出資額 

② 目的積立金の申請状況、取崩内容等 

（6） 財源の状況 

① 財源の内訳 

② 自己収入に関する説明 

（7） 社会及び環境への配慮等の状況 

（8） 法人の強みや基盤を維持・創出していくための源泉 

 

8. 事業運営上の課題・リスク及びその対応策 ················································· 25 

（1） リスク管理の状況 

（2） 業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

① リスクへの対応状況 

② 内部統制システム 

 

9. 業績の適正な評価の前提情報 ········································································ 28 

 

10. 事業の成果と使用した資源との対比····························································· 32 

（1） 当事業年度の主な業務成果・業務実績 

（2） 自己評価 

（3） 中長期目標期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況 

 

11. 予算と決算との対比 ······················································································ 42 

 

12. 財務諸表 ········································································································· 43 

 

13. 財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 ······································ 46 

 

14. 内部統制の運用に関する情報 ········································································ 48 

 

 

 



 

 

15. 法人の基本情報 ······························································································ 50 

（1） 沿革 

（2） 設立に係る根拠法 

（3） 主務大臣 

（4） 組織図 

（5） 事務所の所在地 

（6） 主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 

（7） 主要な財務データの経年比較 

（8） 翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画 

 

16. 参考情報 ········································································································· 56 

（1） 要約した財務諸表の科目の説明 

（2） その他公表資料等との関係の説明 

 

 

 

本事業報告書は、独立行政法人通則法第三十八条第２項及び国立研究開発

法人森林研究・整備機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する

省令第 16 条に基づき、主務大臣に提出する令和７年度の財務諸表に添付す

るために作成したものです。 

  



1 

 

１．法人の長によるメッセージ  
 

森を通じて持続可能な社会へ 
 

国立研究開発法人森林研究・整備機構 

理事長 丹下 健 

（令和８年４月１日就任） 

 

国立研究開発法人森林研究・整備機構（以下、「森林研究・整備機構」という。）

は、森林・林業・木材産業と林木育種分野を総合的に扱う我が国唯一の試験研究

機関である森林総合研究所と、水源林造成業務を担う森林整備センター及び森

林保険業務を担う森林保険センターの３つの機関からなり、北海道から九州・沖

縄まで日本全国にわたって拠点を設置して、全国的に森林に関する様々な業務

を展開しています。 

森林は、水循環や大気中の二酸化炭素吸収への深い関わりを通じて、人類の生

存に必要な地球環境を形成するとともに、国土保全、水源涵
かん

養、林産物生産など

の機能によって私たちの日常生活を支えています。我が国は山地が多く、国土の

7 割が森林で覆われていますが、その森林の 4 割は人の手によって造成されてき

た人工林で、現在の森林の恵みは先人たちの努力の賜物です。そして、その多様

な恵みを今後も享受していくためには、将来にわたって持続的に森林の保全や

整備を進めていく必要があります。 

国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成には、森林資源の持続

可能な利用はもちろん、森林が持つ多面的機能が重要な役割を果たすと期待さ

れています。また、2016 年に発効したパリ協定の目標の達成のために、2050 年

までに二酸化炭素の実質排出量をゼロにする取組が世界的に進められている中、

我が国においても 2050 年カーボンニュートラルの実現に向け各方面で動きが

活発化しています。新型コロナウイルス感染拡大防止対策を機に、テレワークの

普及を含め、新しい生活様式への対応が進みました。気候変化の問題だけでなく、

防災・減災、健康問題などに関連しても、「自然に根差した社会問題の解決」が

注目されています。森林・林業・木材産業を取り巻く環境の変化を踏まえ、分散

型社会の構築やデジタル技術によるイノベーションの推進など新たな役割を果

たすことが求められています。 

森林研究・整備機構は、こうした森林を巡る国内外の様々な課題解決に向け、
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科学技術、行政施策、社会経済活動、国際協力に貢献していくために、森林の様々

な機能を高度に発揮させる適切な森林管理技術の確立を進め、国内外の研究機

関等と協力して森林を中心とした地球環境に関する研究に取り組むとともに、

持続的な林業システムの構築や木質資源の有効利用技術の開発、生産性や二酸

化炭素吸収能力の高い品種の開発・普及などを推進しています。また、水源林造

成業務を通じた公益的機能の高い奥地水源林の整備や、森林保険業務を通じた

健全な林業経営の支援を進めています。 

令和７年度で５年間の最終年度を迎えた第５期中長期目標期間においては、

グリーントランスフォーメーション（GX）やカーボンニュートラル、ネイチャ

ーポジティブ、サーキュラー（バイオ）エコノミーなども念頭に、各業務で次の

ような取組を行いました。研究業務においては、①環境変動下での森林の多面的

機能の発揮に向けた研究開発、②森林資源の活用による循環型社会の実現と山

村振興に資する研究開発、③多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献す

る林木育種を重点課題として研究開発を推進し、④アジア域で初となる保持林

業の大規模実証試験を実施して、木材生産と生物多様性保全の両立を可能とす

る施業法の提示、⑤世界初となる「木の酒」の製造技術を開発するとともに民間

への技術移転の推進、⑥エリートツリー（特定母樹）の特性表の作成及び公表な

ど、特筆すべき成果を上げるとともに、研究成果の最大化にも努めました。水源

林造成業務においては、自然災害が頻発・激甚化するなかで、流域保全に対する

期待が高まっていることから、森林所有者・造林者及び自治体関係者など地域と

の連携強化をはかりながら、水源涵
かん

養機能等の強化を図るため針広混交林・育成

複層林の造成を実施、森林整備技術の高度化及びその普及に取り組むとともに、

自然災害発生時における被災森林の迅速な復旧に努めました。森林保険業務に

おいては、保険金支払いの迅速化をはじめとして被保険者へのサービス向上を

推進するとともに、森林保険制度の普及と加入促進に努め、業務委託先も含めた

業務実施体制の強化、森林保険引受・損害塡補業務における事務の簡素化等のほ

か、期中に製作した公式キャラクターを活用した広報活動、公有林に対する市町

村長等へのトップセールスなどを行いました。 

 

森林研究・整備機構は、森林に関わる関係省庁、産業界、教育機関、森林所有

者、森林の恵みを受け取る国民の皆様、さらには国際機関との連携を密にして、

総合力を発揮する中核的機関としての役割を担っています。令和８年度からは
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主務大臣から新たに示された第６期中長期目標に即して当機構が策定した第６

期中長期計画に基づき、これまでの取組を一層発展させつつ、様々な業務に取り

組んでいきます。 

当機構の取組の推進に対し、御協力いただいている関係者の皆様に、あらため

て感謝申し上げますとともに、今後とも引き続き、一層の皆様のご協力、ご鞭撻

を賜りますようお願い申し上げ、私からのメッセージとさせていただきます。 

 

２．法人の目的、業務内容  

（１）法人の目的 

（国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第 3 条） 

 

  １）森林及び林業に関する試験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布、

水源を涵
かん

養するための森林の造成等を行うことにより、森林の保続培

養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与し、もって林業の振

興と森林の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とする。 

  ２）前項に規定するもののほか、森林保険を効率的かつ効果的に行うことを

目的とする。 

 

（２）業務内容 

（国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第 13 条、附則 第 6 条～第 11 条） 

 

・森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行

うこと。 

・森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行

うこと。 

・林木の優良な種苗の生産及び配布を行うこと。 

・水源を涵
かん

養するための森林の造成を行うこと。 

・森林保険を行うこと。 

・これらの業務に附帯する業務を行うこと。    

・特定中山間保全整備事業、農用地総合整備事業及び緑資源幹線林道事

業に係る債権債務管理業務を行うこと。 
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３．政策体系における法人の位置付け及び役割（ミッション） 

 

 

機構の業務を実施するための予算は、以下のとおりです。 

予算科目 

①  研究開発業務 
運営費交付金 

施設整備費補助金ほか 

②  水源林造成業務 国庫補助金ほか 

③  森林保険業務 保険料収入 
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４．中長期目標  

（１）概要 

森林研究・整備機構は、森林・林業・木材産業と林木育種分野を総合的に

扱う我が国唯一の中核的な試験研究機関として、また、水源林造成業務及び

森林保険業務を行う機関として、「森林・林業基本計画」などの国の政策の

ほか、社会的要請に対応し、国や地方公共団体、他の独立行政法人、産業界

など幅広い関係機関と緊密に連携しながら、業務を総合的・効果的に実施し、

政策課題の解決に積極的に貢献していくことを通じて、森林の保続培養と林

業技術の向上、国産材利用の拡大に寄与し、林業の振興と森林の有する公益

的機能の維持増進に資することとしています。 

林業の持続的な発展、気候変動への対応及び国土強靱化等に向けて、各業

務が有する技術・知見・蓄積したデータ、全国に展開するネットワークやフ

ィールドを相互に活用するなど、森林研究・整備機構の強みである業務間の

連携を強化し、先端技術の活用によるスマート林業の実証試験、林木育種で

開発したエリートツリー等の植栽試験、森林災害に係るリスク評価等に取り

組むこととしています。 

なお、中長期目標の期間は、令和３年４月１日から令和８年３月 31 日ま

での５年間とされています。 

 

（２）一定の事業等のまとまりごとの目標 

当法人は、中長期目標における一定の事業等のまとまりとして、業務内容

により４つに区分し、セグメント情報を開示しています。具体的な区分名及

び区分ごとの目標は以下のとおりです。 

①研究開発業務 

研究開発業務については、森林・林業・木材産業及び林木育種に関する

研究開発を総合的、網羅的に推進しつつ、森林環境問題の解決、山地災害

防止機能等の森林の持つ多面的機能の高度発揮、林業及び木材産業の持続

的発展等、国の政策や社会ニーズをより一層的確にとらえた研究開発を実

施します。こうした基本的な方向に即して、将来のイノベーションにつな

がる技術シーズの創出を目指すために重要な基礎研究についても、適切な

マネジメントの下、着実に推進します。また、研究開発成果の最大化のた

めの連携の推進や、得られた成果の速やかな社会還元、橋渡しが図られる
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よう取り組みます。 

②水源林造成業務 

水源林造成業務については、自然災害が頻発・激甚化する中で、流域保

全等における役割への期待が高まっていることから、森林所有者、造林者

及び市町村等の関係者との連携強化を一層図りつつ、事業の重点化や事業

の実施手法の高度化のための措置、地域との連携に取り組みます。 

③森林保険業務 

森林保険業務については、森林保険契約の引受けや保険金の支払いの迅

速化に向けた取組により、被保険者へのサービス向上を図ります。また、

災害によって林業の再生産が阻害されることを防止するとともに、林業経

営の安定と森林の多面的機能の維持及び向上を図るため、森林保険制度の

普及と加入促進に係る取組を推進します。 

④特定中山間保全整備事業等完了した事業の債権債務管理業務 

林道の開設又は改良事業及び特定中山間保全整備事業等の負担金等に

係る債権債務について、徴収及び償還業務を確実に行います。 

 

なお、経理区分については、各業務と財源区分との関係から 4 つに区分し

ており、これらの関係は次のとおりです。 

 

一定の事業等のまとまり 勘定区分 

研究開発業務 研究・育種勘定 

水源林造成業務 水源林勘定 

森林保険業務 森林保険勘定 

特定中山間保全整備事業等 

完了した事業の債権債務管理業務 
特定地域整備等勘定 

 

 詳細については、「国立研究開発法人森林研究・整備機構第５期中長期目

標」を参照してください。 

（https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/gyoumu/documents/c

huukimokuhyou-dai5ki.pdf） 

 

https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/gyoumu/documents/chuukimokuhyou-dai5ki.pdf
https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/gyoumu/documents/chuukimokuhyou-dai5ki.pdf
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５．法人の長の理念や運営上の方針・戦略等 

 

ミッション（森林研究・整備機構の存在意義） 

森林・林業・木材産業に係わる研究と、森林の整備や保険を通じて、豊かで多

様な森林の恵みを生かした循環型社会の形成に努め、人類の持続可能な発展に

貢献します 

ビジョン（ミッションを果たすための森林研究・整備機構のある

べき姿）                          

日本の将来にとって、なくてはならない先導的研究を行うとともに、森林の

整備や保険に関する高い専門性を活かした政策を実施する機関となることを

目指します 

タスク（ミッションを実現するための具体的役割） 

1. 科学技術の発展に貢献します 

2. 安全で豊かな社会の実現に貢献します 

3. 林業・木材産業の振興に貢献します 

4. 国際協力の推進に貢献します 

 

６．中長期計画及び年度計画  

当法人は、中長期目標を達成するための中長期計画を作成し、これに基づ

き、事業年度毎に年度計画を作成しています。 

第５期中長期計画（令和３年 4 月～令和８年 3 月）及び年度計画の項目は

以下のとおりです。 

 

中 長 期 計 画（項目等） 

 

第１ 国立研究開発法人森林研究・整備機構の位置付け及び役割 

１ 法人の沿革と使命 

２ 法人の現状と課題 

３ 法人を取り巻く環境の変化 

４ 中長期目標期間における法人の位置付け、役割、国の政策・施策

との関係 
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第２ 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

１ 研究開発業務 

（１）環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発 

ア 気候変動影響の緩和及び適応に向けた研究開発 

イ 森林生物の多様性と機能解明に基づく持続可能性に資する

研究開発 

ウ 森林保全と防災・減災に向けた研究開発 

（２）森林資源の活用による循環型社会の実現と山村振興に資する

研究開発 

ア 林産物の安定供給と多様な森林空間利用の促進に資する研

究開発 

イ 生物特性を活用した防除技術ときのこ等微生物利用技術の

開発 

ウ 木材利用技術の高度化と需要拡大に向けた研究開発 

エ 新素材と木質バイオマスエネルギーの社会実装拡大に向け

た研究開発 

（３）多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育

種 

ア 林木育種基盤の充実による多様な優良品種の開発 

イ 林木育種技術の高度化・拡張と特定母樹等の普及強化 

２ 水源林造成業務 

（１）事業の重点化 

ア 流域保全の取組の推進 

イ 持続的な水源涵
かん

養機能の発揮 

（２）事業の実施手法の高度化のための措置 

ア 森林整備技術の高度化 

イ 木材供給の推進 

（３）地域との連携 

ア 災害復旧への貢献 

イ 森林整備技術の普及 

３ 森林保険業務の推進 

（１）被保険者へのサービスの向上 
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（２）制度の普及と加入促進 

（３）引受条件 

（４）内部ガバナンスの高度化 

４ 特定中山間保全整備事業等完了した事業の債権債務管理業務 

５ 研究開発業務、水源林造成業務及び森林保険業務の連携の強化 

 

第３ 業務運営の効率化に関する事項 

１ 一般管理費等の節減 

２ 調達の合理化 

３ 業務の電子化 

 

第４ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 研究開発業務 

２ 水源林造成業務 

３ 森林保険業務 

（１）積立金の規模の妥当性の検証 

（２）保険料収入の安定確保に向けた取組 

４ 特定中山間保全整備事業等 

５ 予算 

６ 収支計画 

７  資金計画 

８  保有資産の処分 

 

第５ 短期借入金の限度額 

１ 研究開発業務 

２ 特定中山間保全整備事業等 

 

第６ 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産の処分に関す

る計画 

 

第７ 不要財産以外の重要な財産の譲渡に関する計画 
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第８ 剰余金の使途 

１ 研究・育種勘定 

２ 水源林勘定 

３ 特定地域整備等勘定 

 

第９ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項等 

１ 施設及び設備に関する計画 

２ 積立金の処分 

３ 広報活動の促進 

４ ガバナンスの強化 

（１）内部統制の充実・強化 

（２）コンプライアンスの推進 

５ 人材の確保・育成 

（１）人事に関する計画 

（２）職員の資質向上 

（３）人事評価システムの適切な運用 

（４）役職員の給与水準等 

６ ダイバーシティの推進 

７ 情報公開の推進 

８ 情報セキュリティ対策の強化 

９ 環境対策・安全管理の推進 

 

詳細については、「国立研究開発法人森林研究・整備機構中長

期計画及び年度計画」を参照してください。 

（第５期中長期計画 https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/gyo

umu/documents/chuukikeikaku-dai5ki.pdf） 

 

 

（令和７年度計画 https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/gyou

mu/documents/nendokeikaku-r07_henko080113.pdf） 

 

 

https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/gyoumu/documents/chuukikeikaku-dai5ki.pdf
https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/gyoumu/documents/chuukikeikaku-dai5ki.pdf
https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/gyoumu/documents/nendokeikaku-r07_henko080113.pdf
https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/gyoumu/documents/nendokeikaku-r07_henko080113.pdf
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７．持続的に適正なサービスを提供するための源泉 

（１）ガバナンスの状況 

①主務大臣 

森林研究・整備機構の役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務

に関する事項については、主務大臣は農林水産大臣となっています。 

②ガバナンスの体制図 

平成 26 年の独立行政法人通則法の一部改正等を踏まえ、平成 27 年に

「国立研究開発法人森林研究・整備機構内部統制の基本方針（27 森林総研

第 812 号）」を制定しました。 

本方針では機構のミッションを効率的かつ効果的に達成するため、研究

開発業務、水源林造成業務及び森林保険業務について、法令等を遵守しつ

つ中長期目標に基づき機構の業務の適正を確保し、有効かつ効率的に推進

することとしています。また、内部統制機能の有効性をチェックするため、

会計監査人の監査のほか、契約監視委員会など外部有識者からなる委員会

を設けて定期的なモニタリング等を実施しています。 

なお、ガバナンスの体制は次のとおりです。 
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（２）役員等の状況 

①役員の氏名、役職、任期、担当及び経歴      （令和８年 3月 31 日現在） 

役 職 氏  名 任       期 担  
当 

経             歴 

理事長 
(常勤） 

浅野  透 
（学会活動
では中静透
を使用して
いる） 
 

 
 
 

自 
令和３年４月１日 
至 
令和８年３月31日 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

昭和60年 4月 農林水産省採用 
平成 7年10月 国立京都大学生態学研究

センター教授 
平成13年 4月 総合地球環境学研究所教

授 
平成18年 4月 国立大学法人東北大学大

学院生命科学 研究科教授 
平成28年10月 大学共同利用機関法人人

間文化研究機構総合地球
環境学研究所特任教授 

令和 2年 4月 就任 
令和 3年 4月（再任） 

理事 
(常勤) 
 
 
 
 
 

宇野 聡夫 
 
 
 
 
 

自 
令和６年４月１日 
至 
令和８年３月31日 

 
 
 
 
 

企画
・総
務・
森林
保険
担当 

 
 
 

平成 3年 4月 農林水産省採用 
令和元年10月 林野庁国有林野部業務課

長 
令和 3年 7月 国立研究開発法人森林研

究・整備機構森林整備セ
ンター審議役 

令和 5年 7月 林野庁森林技術総合研修
所長 

令和 6年 3月 林野庁退職（役員出向） 
令和 6年 4月 就任 

理事 
(常勤) 
 
 
 
 
 

小林  功 
 
 
 
 
 
 

自 
令和７年４月１日 
至 
令和９年３月31日 

 
 
 
 
 

研究
担当 

 
 
 
 
 

平成 3年 4月 農林水産省採用 
令和 3年 4月 国立研究開発法人森林研

究・整備機構 森林総合研
究所企画部長 

令和 7年 3月 国立研究開発法人森林研
究・整備機構 退職 

令和 7年 4月 就任 

理事 
(常勤) 

 

嶋田  理 
 

自 
令和７年４月１日 
至 
令和９年３月31日 
 

育種
事業
・森
林バ
イオ
担当 

 
 

平成 7年 4月 農林水産省採用 

令和 4年 6月 林野庁国林野部業務課長 

令和 6年 4月 林野庁森林技術総合研修

所 

令和 7年 3月 林野庁退職（役員出向） 

令和 7年 4月 就任 
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理事 
(常勤) 

遠山 知秀 
 
 
 
 
 

自 
令和７年４月１日 
至 
令和８年３月31日 
 

森林
業務
担当 
 

平成 5年 4月 農林水産省採用 

令和 4年 4月 農林水産省大臣官房検査

・監察部調整・監察課長 

令和 5年 4月農林水産省東海農政局次長 

令和 6年 7月 国立研究開発法人森林研

究・整備機構森林整備セ

ンター総括審議役 

令和 7年 3月 林野庁退職（役員出向） 

令和 7年 4月 就任 
理事 
(常勤) 

小平 恵子 
 

自 
令和６年４月１日 
至 
令和８年３月31日 
 

法令
遵守
担当 

 
 
 
 

 

昭和56年 4月 安田火災海上保険株式会
社入社 

平成28年 4月 損害保険ジャパン日本興
亜株式会社会計統括部長 

平成31年 4月 損害保険ジャパン株式会
社会計統括部長 

令和 2年 4月 損保ジャパンキャリアビ
ューロー株式会社代表取
締役社長 

令和 5年 4月 SOMPOビジネスソリュ
ーションズ株式会社部長 

令和 6年 4月 就任 

監事 
(非常勤) 
 

高橋 正通 
 

自 
令和３年６月23日 
至 
令和７事業年度 
財務諸表承認日 
 

 昭和55年 4月 農林水産省採用  
平成27年 4月 国立研究開発法人森林総

合研究所企画部長 
平成29年 3月 国立研究開発法人森林総

合研究所退職 
平成29年 4月 公益財団法人国際緑化推

進センター技術顧問 

令和 3年 6月 就任 

監事 
(非常勤) 
 

渡邉寿美恵 
 

自 
令和７年１月１日 
至 
令和７事業年度 
財務諸表承認日 
 

 昭和55年 8月 第一生命保険相互会社（
現 第一生命保険株式会社
）入社 

平成22年 4月 第一生命保険株式会社FP
コンサルティング部部長 

平成28年 4月 第一生命保険株式会社執
行役員 

令和 3年 4月 第一生命チャレンジド株
式会社取締役会長 

令和 3年 6月 アマノ株式会社取締役 

令和 7年 1月 就任 
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②会計監査人の氏名又は名称及び報酬 

会計監査人は PwC Japan 有限責任監査法人です。当該監査法人に対す

る当事業年度の当法人の監査証明業務に基づく報酬の額は 17 百万円であ

り、当該監査法人と同一のネットワークに属する者に対する監査証明業務

に基づく報酬はありません。また、非監査業務に基づく報酬はありません。 

 

（３）職員の状況 

機構の令和７年度末現在における常勤職員は、1,079 人（前期末比 38 人

減少、3.4％減）であり、平均年齢は 46.6 歳（前期末 46.7 歳）となってい

ます。 

このうち国等からの出向者 54 人、民間からの出向者は２人となってい

ます。 

同じく、機構の令和７年度末現在の常勤職員における女性管理職割合

は 8.0％、男女別の育児休業取得率は、男性 80.0％、女性 100％となって

います。 

ダイバーシティ推進に向けて、多様な人材活躍促進への取組、仕事と

生活の調和の促進、キャリア形成に対する支援、地域社会及び関係機関

との連携を進めています。 
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（４）重要な施設等の整備等の状況  

①当事業年度に完成した主要な施設等 

・遺伝子組換実験棟閉鎖型温室改修（森林バイオ研究センター） 

  取得価額【98 百万円】 

 

 

       写真 

 

 

 

・原種苗木増殖温室整備（東北育種場奥羽増殖保存園） 

  取得価額【117 百万円】 

 

 

       写真 

 

 

 

・組織培養棟整備（森林バイオ研究センター） 

  取得価額【89 百万円】 

 

 

 

 

       写真 

 

 

花粉の少ない品種の原種苗木の増産に対応
するための温室を整備。 

原種苗木増殖温室 

ゲノム編集技術による無花粉品種等の開発
に必要な組織培養設備について、老朽化し
ていた培養室空調設備等を改修。 

組織培養棟 

ゲノム編集による無花粉品種等の開発にお
いて外来遺伝子を交配により除去するため
の試験を行う閉鎖型温室（外気圧より低い
気圧を維持することで遺伝子拡散を防止す
る施設）について、老朽化していた空調設備
を改修。 

遺伝子組換実験棟閉鎖型温室 
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・エネルギーセンター部分改修（森林総合研究所） 

  取得価額【150 百万円】 

 

 

         

 

 

 

      個別空調 

 

・人工気象実験棟整備（森林総合研究所） 

  取得価額【344 百万円】 

 

 

        写真 

 

 

 

     人工光室 

 

・順化温室整備（森林総合研究所） 

  取得価額【101 百万円】 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

森林総合研究所において、細胞増殖技術で
増殖した幼苗を野外環境に適応させる「順
化」に関する技術開発に使用するための施
設を整備。 

順化温室 

中央熱源方式から省エネが期待される個
別熱源方式へ切り替える改修を実施。 

細胞増殖技術により、短期間での花粉の少
ない苗木を大量に増産する技術の開発を
加速するため、人工的に温度・湿度・日長・
CO2 濃度を適切にコントロールできる温
室に加え、実際の生産規模での実験を行う
ための施設を整備。 
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・九州育種場事務所棟等整備 

  取得価額【３百万円】 

 

  

②当事業年度継続中の主要な施設等の新設・拡充 

  ・関西育種場実験室等整備 

    耐震診断により「地震時に倒壊の可能性が高い」、「緊急に改修等の

措置を講ずる必要がある」と評価され、実験室、事務所棟の筋交い耐

力壁の取替等の耐震補強工事を実施中。 

  ・森林総合研究所研究本館変電設備更新 

    昭和 53 年に設置され経年劣化が著しい変電設備について、地絡事

故や漏電事故等の不測の事態における重大なリスクを回避するため

の設備更新を実施中。 

  ・北海道支所研究本館空調設備新設設計 

    近年の気候変動に伴う猛暑を受けて、夏季における快適で安全、健

全な職場環境の形成のため、これまで設置されていなかった空調設備

を整備するための設計を実施中。 

  ・九州支所研究本館等改修設計 

    経年劣化により⾬漏り等が発生しているため、屋上防水を行うため

の設計を実施中。 

  ・林木育種センター生化学実験室改修 

    平成７年建築の老朽化した生化学実験室を年間数万～数十万サン

プルの DNA 分析を可能にする施設に改修し、さらに、本施設は大規

模な DNA 抽出を自動処理可能な仕様とする整備を実施中。 

  ・関西育種場高圧受変電設備改修設計 

    平成５年に設置され、経年劣化が著しい受変電設備について、常に

故障の発生が懸念されており、交換部品が手に入りにくいため、故障

九州育種場事務所棟と大会議室の耐震補強
工事による整備。 

大会議室 
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発生時には事故の復旧が遅れ、長期間の停電を余儀なくされる。研究・

事業に重大な問題が発生するリスクを回避するための設備更新の設

計を実施中。 

 

④ 当事業年度に処分した主要な施設等 

・東北育種場奥羽増殖保存園人工交雑温室解体工事【５百万円】 

 

 

 

 

 

 

 東北育種場奥羽増殖保存園人工交雑温室解体撤去工事後に原種苗木増殖温

室を建築 

 

・森林総合研究所さし木育苗第２施設解体工事【３百万円】 

 

 

 

 

 

 

 森林総合研究所さし木育苗第２施設解体撤去工事後に順化温室を建築 
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（５）純資産の状況 

①資本金の額及び出資者ごとの出資額（前事業年度末からのそれぞれの増減

を含む）                     （単位：百万円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

政府出資金 861,172 8,791 84 869,879 

資本金合計 861,172 8,791 84 869,879 

（注）当期増加額は、水源林造成事業に要する資金に充てるため
の政府出資金の受入によるものです。 

   当期減少額は、土地及び建物（職員宿舎第 1 号）を国庫納
付したことによるものです。 

 

②目的積立金の申請状況、取崩内容等 

【研究開発業務（研究・育種勘定）】 

該当事項はありません。 

【水源林造成業務（水源林勘定）】 

該当事項はありません。 

【森林保険業務（森林保険勘定）】 

該当事項はありません。 

【特定中山間保全整備事業等完了した事業の債権債務管理業務（以下、「特

定中山間保全整備事業等」という。）（特定地域整備等勘定）】 

該当事項はありません。 

 

（６）財源の状況 

①財源の内訳  

【研究開発業務（研究・育種勘定）】           （単位：百万円） 

区分 金額 構成比率（％） 

収入   

運営費交付金 10,508 79.1% 

施設整備費補助金 1,665 12.5% 

研究開発補助金 123 0.9% 

受託収入 728 5.5% 

寄附金収入 25 0.2% 

諸収入 231 1.8% 

合計 13,280 100.0% 
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【水源林造成業務（水源林勘定）】         （単位：百万円） 

区分 金額 構成比率（％） 

収入   

国庫補助金 21,812 57.9% 

政府出資金 8,791 23.3% 

長期借入金 4,200 11.1% 

業務収入 2,521 6.7% 

業務外収入 361 1.0% 

合計 37,685 100.0% 

 

【森林保険業務（森林保険勘定）】         （単位：百万円） 

区分 金額 構成比率（％） 

収入   

業務収入 1,732 99.9% 

業務外収入 2 0.1% 

合計 1,734 100.0% 

 

  【特定中山間保全整備事業等（特定地域整備等勘定）】（単位：百万円） 

区分 金額 構成比率（％） 

収入   

政府交付金 52 4.4% 

業務収入 1,120 95.1% 

業務外収入 5 0.5% 

合計 1,178 100.0% 
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②自己収入に関する説明  

【研究開発業務（研究・育種勘定）】 

自己収入の主なものは、受託研究収入、依頼出張経費収入、多摩森林科学

園の入場料収入、林木事業収入等です。 

（単位：百万円） 

主な自己収入項目 金額 

政府等受託研究収入（農林水産省、環境省、地方自治体）     242  

政府等以外受託研究収入（他独法、大学、民間企業）     450 

依頼出張経費収入(公益法人、民間企業）     18 

入場料収入（多摩森林科学園）       4  

林木事業収入（林木育種センター）      12  

 

【水源林造成業務（水源林勘定）】 

自己収入の主なものは、収穫等収入です。 

（単位：百万円） 

主な自己収入項目 金額 

収穫等収入（素材生産業者、森林組合等） 
  2,507 

 

【森林保険業務（森林保険勘定）】 

自己収入の主なものは、保険料収入です。 

（単位：百万円） 

主な自己収入項目 金額 

保険料収入（森林所有者等）   1,545  
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【特定中山間保全整備事業等（特定地域整備等勘定）】 

自己収入の主なものは、負担金収入、賦課金収入です。 

（単位：百万円） 

主な自己収入項目 金額 

負担金収入（地方自治体、受益農家）   1,032  

賦課金収入（受益者組合等）     89  

 

（７）社会及び環境への配慮等の状況 

森林研究・整備機構は、森林・林業・木材産業・林木育種に係わる研究と、

森林の整備や保険を通じて、豊かで多様な森林の恵みを活かした循環型社会

の形成に努め、人類の持続可能な発展に貢献することをミッションとしてい

ます。このミッションを具体化していく中で「環境配慮基本方針」を定め、

さらにこの基本方針を達成するために「環境目標及び実施計画」を策定し、

CO₂排出量の削減や省エネルギー、上下水道やコピー用紙使用量の削減、グ

リーン購入調達や化学物質の適正管理に努めるとともに、毎年度の実施状況

を点検・評価することで、継続的に環境改善を図ることとしています。 

さらに、森林研究・整備機構の業務は、日本の国土面積の約 67%を占め炭

素固定を含む多面的な公益的機能を持つ森林を対象としており、それ自体が、

わが国の地球環境戦略と密接に関わっています。研究開発業務においては、

気候変動対策や生物多様性保全を含む持続可能な森林管理や林業を支える

技術、木材や木質材料の積極利用による循環型社会の実現を支える技術、優

れた林木の育種開発など、地球環境の保全や脱炭素社会構築のための基礎と

なる研究を行っています。その成果は国内のみならず、途上国を含む海外の

組織や国際的な機関等との連携を通じて地球規模の森林保全にも直接貢献

しています。水源林造成業務は、水源林の整備を通じて、森林の公益的機能

を確保し、国土保全の重要な役割を担っています。森林保険業務は気象害等

の被害を受けた森林の所有者に対し、保険金の支払いを通じて森林経営を支

援するもので、森林の被害に対するセーフティネットとしての役割を果たし

ています。 

環境に関連した多様な業務の成果を多くの方々に知っていただくため、一

年を通してさまざまな行事やイベントを企画し、地域内外の皆様とコミュニ

ケーションを深めています。職場のダイバーシティ推進についても環境整備
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を進め、意識啓発のためのセミナーや研修を実施するとともに、全国規模で

研究教育機関のダイバーシティ推進に取り組むダイバーシティ・サポート・

オフィス（DSO）の幹事組織としても活動しています。 

 

 詳細については、「環境報告書 2026」（令和８年９月公表予定）を参照し

てください。 

（https://www.ffpri.go.jp/kankyou/index.html） 

 

 

 

（８）法人の強みや基盤を維持・創出していくための源泉 

研究開発業務においては、多様な分野の専門家の協働による総合力と機動

力、豊富な研究蓄積、支所・育種場等を地域拠点とする全国ネットワーク、

国内外の様々な研究機関との連携協力の実績を強みとして、森林・林業・木

材産業に関する国の政策や地域ニーズに応える研究開発及び林木育種を先

導的に行っています。また、高い専門性を活かし、調査、分析、鑑定、講習、

試験研究に必要な標本の生産等を行っているほか、台風被害、豪⾬災害等の

緊急調査及び東日本大震災の復興支援等についても引き続き取り組むこと

が求められています。 

特に林木育種分野では、ゲノム解析・編集技術などの育種技術の高度化及

びその基盤となる林木遺伝資源の収集・保存・評価を行っています。また、

林業の成長産業化に向けて、造林コストの低減にも資する優良品種の開発と

原種生産・配布、技術支援が必要な海外の林木育種に対する技術協力にも取

り組んでいます。今後は、優良品種の早期普及に向けて、原種の配布等を一

層推進することが求められています。 

第５期中長期目標期間では、研究開発成果を最大化するための「橋渡し」

機能を強化し、造林の低コスト化技術の開発、高層木造建築の実現に必要な

基準改正等への貢献、工業原料としての改質リグニンの開発等、産学官の連

携と研究成果の社会還元に向けた取組に注力し、所期の成果を収めてきてい

ます。特に令和 7 年度においては、クマによる被害が深刻化する中、クマの

生態や山での暮らしに焦点を当てた企画展の開催や取材対応を行うなど、研

究成果の普及に努めてきました。第６期中長期目標期間においても、引き続

きこれらの課題に取り組むとともに、社会実装を一層推進することが求めら

https://www.ffpri.go.jp/kankyou/index.html
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れています。 

水源林造成業務においては、整備局・水源林整備事務所を拠点として、森

林所有者、造林者（林業事業体）及び地方公共団体（特に市町村）との緊密

な連携・信頼関係の下、奥地水源地域であって所有者の自助努力等によって

は適正な整備が見込めない森林等において、育成複層林や針広混交林等の森

林造成や間伐などの森林整備を行い、水源涵
かん

養機能等の公益的機能を高度に

発揮させるための施策を実施しており、引き続き推進することが求められて

います。 

森林保険業務においては、火災、気象災及び噴火災による森林の損害を補

償する総合的な保険として、森林所有者自らが災害に備える唯一のセーフテ

ィネットの役割を果たしており、引き続き林業経営の安定と被災後の再造林

の促進による森林の多面的機能の発揮のために必要不可欠な制度として運

営することが求められています。 

さらに、第５期中長期目標期間では、研究開発業務、水源林造成業務及び

森林保険業務の連携により、森林施業や森林気象害リスクに係る研究成果を

水源林造成や森林保険に活用する等、各業務の連携が事業に効果を発揮した

ことから、第６期中長期目標期間においても、各業務の連携を一層強化し、

技術・業務の高度化や研究開発成果の幅広い普及などの相乗効果を拡大させ

ることが重要となっています。 

   

 

 

多摩森林科学園 2025 年企画展 

「クマ」——かわいい？こわい？—— 

”知る”という選択 ポスター 
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８．事業運営上の課題・リスク及びその対応策 

（１）リスク管理の状況 

森林研究・整備機構は、研究開発業務、水源林造成業務、森林保険業務が

実施する事務及び事業の具体的内容がそれぞれ大きく異なることから、森林

研究・整備機構リスク管理規程により以下のとおり定めています。 

・ 機構のリスク管理については、理事長がこれを指揮するとともに最終的

な責任を有し、企画・総務・森林保険担当理事が理事長を補佐し、「リス

ク管理統括責任者」としてリスク管理を統括する。 

・ 研究担当理事、育種事業・森林バイオ担当理事（林木育種センター所長）、

森林業務担当理事（森林整備センター所長）及び森林保険センター所長を

「リスク管理責任者」とし、それぞれが所掌する機関におけるリスク管理

を総括する。 

・ 「リスク管理責任者」は、所掌する各部署の長を「リスク管理実施責任

者」として各業務のリスク管理の実施に当たらせる。 

・ 機構のリスク管理に関する審議を行うため「機構リスク管理委員会」※

を設置するとともに、各機関に「リスク管理委員会」を設置する。 

 

 ※ 「機構リスク管理委員会」の審議事項 

➢ 機構全体で対応すべき各機関の共通的重点リスク項目及びその具体的

内容の策定、見直し 

➢ 各機関の「リスク管理委員会」で審議した業務別重点リスク項目及び

その具体的内容の承認、見直し 

➢ 各リスク管理責任者が作成する、リスクへの対応方針の承認、見直し 

等 
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（２）業務運営上の課題・リスク及びその対応策の状況 

①リスクへの対応状況 

機構リスク管理委員会で策定された共通リスク及び各機関における業

務別リスクへの具体的対策項目について、各リスク管理委員会（リスク管

理責任者）が作成するリスクへの対応方針に従い、各機関のリスク管理実

施責任者がリスク管理に努めています。 

令和７年度の共通リスク対策項目及び業務別リスク対策項目は以下の

とおりであり、その取組結果をフォローアップし、リスクを低減する方策

について検討しました。 

リスク管理においては、その内容を正しく認識して対策を講じ、事後の

評価により必要に応じて対策を変更する（PDCA を回していく）ことが課

題であり、リスクレベルの評価を加えた管理手法により実行するとともに、

様式の統一を図りました。 

 

Ⅰ 共通リスク対策項目 

１．コンプライアンスの推進 

２．情報セキュリティ対策の強化 

３．職員の労働災害等の未然防止及び各種災害や社会変動、感染症発生時等

の的確な対応 

４．人材の確保・育成 

 

Ⅱ 業務別リスク対策項目 

【研究開発業務】 

１．環境対策・安全管理の推進 

２．研究セキュリティ・インテグリティの確保及び許認可等への対応 

３．研究におけるフィールド調査等の適正な実施 

【水源林造成業務】 

１．分収造林契約の変更等手続きの推進 

２．事業・予算の適切な執行 

３．労働災害の未然防止 

４．花粉発生源対策 
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【森林保険業務】 

１．森林保険業務の円滑な実施 

２．森林保険の制度の普及と加入促進に向けた取組 

３．内部ガバナンスの高度化 

４．委託先等の保険事務運営の適正性の確保 

 

②内部統制システム 

内部統制については、平成 27 年に制定した「内部統制の基本方針」に

基づき推進を図っていましたが、平成 29 年に理事会規程を制定し、審議

事項として「内部統制に関する事項」を定め、理事会が内部統制の中心と

して機構のガバナンス機能の充実・強化を図っています。 

また、コンプライアンス、リスク管理に係る規程類に基づき、機構内の

各業務が連携強化に努めています。 

研究開発業務においては、令和６年度から研究リスク管理監を設置する

ことにより、研究セキュリティ・インテグリティ、利益相反などに関する

研究倫理の遵守や、研究業務に関連する研究リスクの管理及び調整をより

効率的に推進する体制を整備し、運営にあたっています。 

利益相反については、利益相反マネジメントポリシー、利益相反マネジ

メント規程を制定し、運営にあたっています。また、研究セキュリティに

ついては、秘密情報保護ガイドラインを制定し、機構内の知的財産等の保

護を強化しています。 
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９．業績の適正な評価の前提情報 

令和７年度の森林研究・整備機構の各業務についての理解とその評価に資す

るため、各業務の前提となる主なスキームを示します。 
 

研究開発業務 

研究開発業務においては、森林・林業・木材産業及び林木育種に関わる総合的

な研究開発を実施するため、次の３つの重点化した研究課題を設け、様々な課題

に対し、戦略的に取組を進めています。 

 

 

 

 

 

環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発 

森林の持つさまざまな機能が健全に発揮される森林管理技術を開発し、国内

外の森林環境問題の解決や国土強靱化に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発 

２ 森林資源の活用による循環型社会の実現と山村振興に資する研究開発 

３ 多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種 

森林と農地の土壌炭素蓄積量

の比較 

森林管理が森林の生物多様性に及

ぼす影響を多角的に調査 

強風による森林気象害の研究

（スギ林） 

観測タワーにおける天然林の

炭素収支の観測 
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森林資源の活用による循環型社会の実現と山村振興に資する研究開発 

木質資源と森林空間を持続的に利用しながら、川上から川下まで森林に関わ

る産業の一体的発展と山村振興に資する技術を開発し、安全・安心で豊かな循環

型社会づくりに貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種 

 これからの森林づくりと林業の持続的な発展に役立つ優良種苗の生産に貢献

するための品種改良（林木育種）、林木の遺伝的な多様性を守るための技術開

発等に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国産トリュフ栽培に関する研究 

実物大建築部材の性能評価 木質バイオマスの低コスト供給源として期

待される「ヤナギ」の研究 

成長に優れたエリートツリー

の植栽試験 

特定母樹や優良品種の原種苗木の

生産・配布（都道府県等からの要

望に応じて配布） 

森林内部をレーザで可視化 
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水源林造成業務 

奥地水源地域の民有保安林で、所有者の自助努力等によっては適正な整備が見

込めない箇所において、分収造林契約方式により造林地所有者が土地を提供し、

造林者が植栽、植栽木の保育及び造林地の管理を行い、森林整備センターが費用

の負担と技術指導等を行うことで、水源涵
かん

養等森林の有する公益的機能を高度

に発揮できる森林を造成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源林造成業務については、自然災害が頻発･激甚化する中で、流域保全等

における役割への期待が高まっていることから、森林所有者、造林者及び市町

村等の関係者との連携強化を一層図りつつ、事業の重点化、事業の実施手法の

高度化のための措置、地域との連携に取り組みます。 

 

 

長伐期の針広混交林 

（山口県萩市） 

育成複層林 

（高知県四万十市） 

 

有田川と水源林造成事業地

（和歌山県有田郡有田川

町） 
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森林保険業務 

森林保険は、森林保険法に基づき、火災、気象災（風害、水害、雪害、干害、

凍害、潮害）及び噴火災により発生した森林の損害を補填するもので、永続的、

安定的、効率的かつ効果的に運営するため、契約事務や損害評価事務等を森林組

合及び森林組合連合会に委託して実施しています。森林所有者自らが災害に備

えるセーフティネットとして、被災による経済的損失を補填することによって

林業経営の安定に貢献するとともに、被災地の早期復旧により森林の多面的機

能の発揮に大きな役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

干害（令和７年） 

埼玉県 

水害（令和４年）宮崎県 

保険金をお支払いした災害の事例 

火災（令和６年） 

栃木県 
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１０．事業の成果と使用した資源との対比  

（１）当事業年度の主な業務成果・業務実績 

令和７年度の業務実績の中から、主な取組事例を紹介します。 
 

【研究開発業務】 

研究開発業務では、３つの重点課題に対して戦略的に取組を進めるため、９つ

の戦略課題を設けて研究成果を上げています。 

 

１ 環境変動下での森林の多面的機能の発揮に向けた研究開発 

 アンデス-アマゾンの生態系保全のための森林管理システムを開発              

 山地森林生態系の保全を目的に、土地利用マップ、森林劣化回復ポテンシャル

マップ、森林火災リスクマップ、水資源のためのランドスケープ最適化システム

を作成し、これらを統合した森林管理システムを開発しました。 

 

 御蔵島の野生化ネコ、年３万５千羽以上のオオミズナギドリを捕食             

 世界最大のオオミズナギドリの繁殖地の伊豆諸島御蔵島において野生化して

いるネコの糞内容物を分析した結果、ネコが少なくとも年間３万５千羽以上の

オオミズナギドリを捕食していることが明らかとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 森林保険との連携による全国干害リスクマップの作成                   

 土壌水分の推定と、森林保険契約地における被害の要因解析に基づき、気象条

件と立地条件を考慮した幼齢林の全国干害リスクマップを作成しました。 

御蔵島における野生化ネコによる
推定鳥類捕食数 

野生化ネコが排出した糞から検出 
された鳥類 

a) オオミズナギドリ、b) アカコッ
コ、c) カラスバト、d) オオコノハ
ズク。背景は 1cm 方眼。 
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２ 森林資源の活用による循環型社会の実現と山村振興に資する研究開発 

 管理優先度の高い人工林を抽出して管理の選択肢を示す                  

 市町村による民有林管理を支援するために、全国で整備の進む航空レーザ計

測データを活用し、管理不足の人工林を探し、災害の危険性を評価して、施業方

法と優先順位を判断する技術を開発しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 苗木病害の診断技術と防除法の高度化                          

  主要造林樹種の苗木病害について種類と生態を調査し、重要病害であるカラ

マツ先枯病とその他いくつかの樹木疫病の遺伝子検出手法を設計するとともに、

有効薬剤の情報を整理しました。これらの知見は苗木生産の高度化、低コスト化

に貢献します。 

 

 初期段階の腐朽を”光”で検出                                

 木材の腐朽に伴いその初期段階からごく微弱な光が放出される現象を、超高

感度微弱発光検出装置を用いて明らかにしました。本成果は、光を指標として腐

朽を早期に検出する新たな技術の開発に役立てることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理優先度の高い民有人工林の抽出と

管理のための手引書 

https://www.ffpri.go.jp/pubs/chukiseika/5th-chuukiseika37.html 

腐朽部位のイメージング（カワラタケにより強制腐朽さ

せたスギ辺材の１例） 
光増幅測定装置を用いて微弱光を６時間蓄積画像として可視

化しました（白井伸明博士撮影）。 
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 チップのサイズを穴篩（ふるい）と網篩の種類によらず一貫的に評価可能に             

 海外製ガス化熱電併給装置で燃料として使用するチップのサイズ適合性評価

には、一般的に国際規格のサイズ測定用の穴篩を使用する必要がありますが、現

状広く流通している国内規格の網篩も使用できるようにしました。 

 

３ 多様な森林の造成・保全と持続的資源利用に貢献する林木育種 

 花粉症対策と林業採算性に貢献するスギエリートツリー特定母樹からの少花

__粉品種の開発                             

 特定母樹に指定されたエリートツリー（第 2 世代精英樹）の中から、成長の良

さと少花粉性を兼ね備えたスギ少花粉品種を複数開発し、採種園を構成可能と

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成長に優れたスギは光を効率的に利用する樹冠構造を持つ                 

 スギの成長には受けた光をどれだけ効率よくバイオマスに変換できるかが重

要であることと、成長に優れたスギは先端がとがり、上部の葉が込みすぎず、光

が樹冠全体に行き渡るような特徴を持つことがわかりました。 

 

 研究開発業務における研究成果の詳細については、「令和８年版 研究成果選

集 2026」を参照してください。 

（https://www.ffpri.go.jp/pubs/seikasenshu/index.html） 

 

９型採種園のイメージ

特定母樹
従来系統より成長・材質が優れる

×

少花粉品種
花粉生産量がとくに少ない品種

成長の良さと
少花粉性を併せ持つ

14品種

特定母樹に指定されたエリートツリーの中から 14 品種が少花粉品種とし

て開発できたことで、多様性に配慮しつつ次世代の優良種子を生産するため

の採種園を構成することが可能となりました。採種園内に 9 系統以上の品種

を配置することで、ある品種の周囲に同じ品種が隣接して配置されなくな

り、近親交配による種子の品質低下を抑制しつつ、多様性に配慮した種子生

産が期待されます。 

https://www.ffpri.go.jp/pubs/seikasenshu/index.html
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【水源林造成業務等】 

■ 水源林造成業務 

令和７年度においては、1.327ha の植栽、約

14 千 ha の除間伐などを実施しました。 

 

（１）事業の重点化 

・ 流域保全の取組を強化する観点から、新規

契約は、流域治水との連携も図りながら、２

以上の都府県にわたる流域等の重要な流域

やダム等の上流など、特に水源涵
かん

養機能等の

強化を図る重要性が高い流域内に限定し、既

契約地も含め針広混交林・育成複層林の造成

を実施しました。 

・ 水源涵
かん

養機能等の森林の有する公益的機能

を将来にわたり持続的かつ高度に発揮させ

る観点から、新規契約は、広葉樹等の現地植

生を活かしつつ、長伐期かつ主伐時の伐採面

積を縮小、分散化する施業方法に限定して契

約を締結しました。また、既契約分について

は、育成複層林誘導伐とその後の植林を積極的に進めるなど、適切な森林整備

及び保全管理に努めることにより、脱炭素社会の実現に向けた取組を推進し

ました。 

 

（２）事業の実施手法の高度化のための措置  

・ 森林整備事業全体の動向を踏まえつつ、成長の早い苗木などの新しい技術の

活用や造林作業の低コスト化・省力化など森林整備技術の高度化に取り組み

ました。 

・ 炭素の貯蔵による地球温暖化防止、森林資源の循環利用の取組や、林業及び

木材産業の成長産業化等にも資する観点から、育成複層林誘導伐等により、地

域の需給動向を踏まえた安定的かつ効果的な木材供給を推進しました。 

 

 

下の原ダム周辺の水源林造成事業地 

（長崎県佐世保市） 

 

育成複層林誘導伐による木材供給

の推進 

（石川県羽咋郡宝達志水町） 
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（３）地域との連携 

・ 自然災害の頻発化、激甚化等を踏まえ、自然災害発生時に被災森林の迅速な

復旧を図るため、被災状況や復旧計画の情報共有等を盛り込んだ森林整備協定

の締結や、水源林造成事業地周辺の林道等の被害状況を市町村等へ情報提供す

る体制の構築など、地域との連携強化や体制整備に取り組みました。 

・ 森林整備センターが主催する技術検討会等を通じ、林業関係者等へ森林整備

技術の普及及び水源林造成事業に対する理解の醸成を図りました。 

 

■ 特定中山間保全整備事業等完了した事業の債権債務の管理業務 

 特定中山間保全整備事業等完了した事業の債権債務の管理業務では、林道事

業負担金等及び特定中山間保全整備事業等負担金等に係る債権を計画に沿って

全額徴収するとともに、償還業務についても確実に実施しました。 

 

 

 

 大分県立日田林工高等学校との連携・協力協定に基づく実習支援について                    

森林整備センター九州整備局では、令和５年の大⾬により演習林へのアク

セス道が被災し実習に支障を来していた大分県立日田林工高等学校からの要

請を受け、水源林造成事業地を同校の下

刈、植栽等の演習に提供するとともに、将

来的な林業人材の育成という中長期的な

視点から、水源林造成事業地を活用した計

画的な技術学習等を支援するため、造林地

所有者との協議を経て、令和７年３

月に、同校と日田市、日田市森林組

合との四者で「大分県立日田林工高等

学校との演習林提供等に関する連携・協力協定書」を締結しました。 

令和７年度においては、締結した「連携・協力協定」基づき、７月 11 日（金）

と２月 13 日（金）の２度にわたり、日田市の清日吹水源林造成事業地におい

て、同校の現場実習の支援を実施しました。このうち令和 7 年７月 11 日に実

施した下刈実習では、林業科の 1 年生 32 名に対し、協定締結者である日田市

森林組合及び日田市とともに、森林整備センター九州整備局・大分水源林整備

事務所職員が指導にあたりました。 



37 

 

森林整備センターから水源林造成事業及び事業地の説明を、また日田市森

林組合から雑草木を刈るための鎌の使い方や安全対策のレクチャーを行い、

生徒達は職員の指導のもと事業地に植栽しているスギ周辺の雑草木の刈り払

いを行いました。さらにドローンの飛行

実演、高性能林業機械による伐採作業の

実演も行うなど、実際の現場で行われて

いる最先端の林業知識の習得も含めた

実践的な実習・技術支援を実施しまし

た。 

また、令和 8 年 2 月 13 日には再び同

1 年生に対し、他の協定関係者の参加の

もと植林実習を実施しました。生徒達

は、「地拵
じごしらえ

」や植栽木をシカ等の食害から

守る「防護柵（ネット）」、今回植林するスギ

の品種やコンテナ苗の特徴についての説明を受けた後、

職員指導の下、地拵作業と防護柵の設置を実施。その後

スマート林業の紹介として、資材運搬用ドローンを用い

た苗木運搬デモが行われると様々な質問が飛び出し、生

徒達の関心の高さがうかがえました。午後からは苗木の植付作業を体験。生徒

同士で互いに植付状況の確認を行うなど、技術習得の向上を図りました。な

お、同校の実習は地元新聞社やテレビ局による取材を受けるなど、地域でも注

目されています。 

森林整備センターでは、このような支援を通して、林業教育の向上や人材育

成に貢献するとともに、地域の皆様に水源林造成事業への関心と理解を一層

深めていただけるような取組を進めています。 

【森林保険業務】 

■ 岩手県大船渡市林野火災に係る森林保険の対応 

令和７年２月 19 日及び 26 日に発生した林野火災により被災した森林（被害

面積 3,370ha。うち人工林面積 1,785ha（※森林保険に加入できる森林は人工林））

には、森林保険に加入いただいている森林が約 165ha（私有林約 72ha、市有林

約 93ha）所在していました（※令和７年度末時点）。 

植林実習 

ドローンの役割を説明しながら 
下刈区域上空を飛行 

高性能林業機械による 
伐採作業を説明 
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損害調査件数としては 163 件に及び、また、林齢も 2 年生から 85 年生と多様

な中、調査の質を維持しながら、適正な保険金額を算出し、かつ、被保険者様に

できるかぎり早期に保険金をお支払いする観点からいくつかの措置を講じまし

た。その一つとして、損害率を算出するための標準地調査について、通常は、10

ｍ角の方形で 100 ㎡を区画し調査（方形標準地法）をすることとしているとこ

ろ、緩傾斜地のみで適用可能としている、半径 5.6ｍの円形で 100 ㎡を区画し調

査（円形標準地法）するという手法によって損害調査を進めました。これにより、

区画をロープ等で囲って明示することが不要となり、通常より少ない人員で調

査ができました。 

被災地域を所管する岩手県森林組合連合会及び気仙地方森林組合は、令和７

年４月７日の鎮火以降早急に被保険者様や契約者様と連絡をとり、損害発生通

知書の受理を進めました。さらに、多い時には毎週現地に赴くなど精力的に損害

調査を進め、令和７年度中にご加入森林のすべての損害調査を終了しました。損

害調査の結果、ご加入森林の 14％は損害を免れていることが確認できたととも

に、令和７年度中にご加入森林の 70％まで保険金のお支払いをすることができ

ました。引き続き、森林保険センターでは、岩手県森林組合連合会及び気仙地方

森林組合と協力しながら早期の保険金お支払いに努めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左上：森林保険に加入いただいている被災        

森林での損害調査 

右上：岩手県大船渡市林野火災において樹

冠火により焼けたスギ 

（総務省消防庁消防研究センター、(国研)

森林研究・整備機構森林総合研究所提供） 

左下：岩手県大船渡市林野火災（令和７年

２月 28 日 13 時 30 分頃、旧綾里中学校付

近から北方向）（花巻市消防本部提供） 



39 

 

（２）自己評価 

 森林研究・整備機構では、令和７年度は、第５期中長期目標の達成に向け、

第５期中長期計画及び年度計画に沿って各業務に取り組み、総合的にみて適切

な業務運営を行ってきました。 

 中長期目標、計画に示された項目毎の令和７年度業務実績の自己評価と行政

コストとの関係については次のとおりです。 

中長期目標(中長期計画) 評価 行政コスト 

（千円） 
  

第 1 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 

  

  

  

  

  

  

  

  

1.研究開発業務 

  ［研究開発業務］ A 13,428,013 

  (1)研究の重点課題   

  1 環境変動下での森林の多面的機能

の発揮に向けた研究開発 

A 4,070,651 

2 森林資源の活用による循環型社会

の実現と山村振興に資する研究開発 

A 5,319,965 

3 多様な森林の造成・保全と持続的

資源利用に貢献する林木育種 

S 2,324,110 

2.水源林造成業務等  

  ［水源林造成業務］  A 5,764,824 

  (1)事業の重点化  B 5,764,824 

(2)事業の実施手法の高度化のための措

置  

A 5,764,824 

(3)地域との連携 A 5,764,824 

3.森林保険業務  

  ［森林保険業務］  Ａ 1,187,361 

  (1)被保険者へのサービス  Ａ 1,187,361 

(2)制度の普及と加入促進  Ａ 1,187,361 

(3)引受条件  Ｂ 1,187,361 

(4)内部ガバナンスの高度化  Ｂ 1,187,361 

4.特定中山間保全整備事業等完了した事業の

債権債務管理業務 

Ｂ 131,402 
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5.研究開発業務、水源林造成業務及び森林保

険業務の連携の強化 

Ｂ － 

第 2  業務運営の効率化に関する事項  

  1.一般管理費等の節減  Ｂ － 

  2.調達の合理化  Ｂ － 

  3.業務の電子化  Ｂ － 

第 3  財務内容の改善に関する事項  

  1.研究開発業務  Ｂ － 

 2.水源林造成業務等 Ｂ － 

 3.森林保険業務 Ｂ － 

4.保有資産の処分  Ｂ － 

第 4  その他業務運営に関する重要事項  

  

  

  

  

  

  

1.施設及び設備に関する計画 Ｂ － 

2.広報活動の促進  Ａ － 

3.ガバナンスの強化  Ｂ － 

4.人材の確保・育成  Ｂ － 

5.ダイバ－シティの推進 Ａ － 

6.情報公開の推進  Ｂ － 

7.情報セキュリティ対策の強化  B － 

8.環境対策・安全管理の推進  Ｂ － 

（注）評価の区分は次のとおり 

S： 法人の活動により、全体として中長期計画における所期の目

標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認め

られる 

A： 法人の活動により、全体として中長期計画における所期の目

標を上回る成果が得られていると認められる 

B： 全体としておおむね中長期計画における所期の目標を達成し

ていると認められる 

C： 全体として中長期計画における所期の目標を下回っており、

改善を要する 

D： 全体として中長期計画における所期の目標を下回っており、

業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める 
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（３）中長期目標期間における主務大臣による過年度の総合評定の状況 

区分 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度 ７年度 

評定 A A A A － 

理由 評価単位 27 項目のうちＡが 10 項目、Ｂが 17 項目となり、評

価要領に基づく点数化によるランク付けによってＡとなっ

た。 

（注）評定の区分は（１）と同様である。 

 

詳細については、令和７年度業務の実績に関する自己評価書を参照してく

ださい。 

（https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/hyouka/index.html） 

 

  

https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/hyouka/index.html
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１１．予算と決算との対比 

● 決算報告書(法人単位)                                 （単位：百万円） 

（注）百万円未満を四捨五入した関係で、一部計が一致しないところがあります。 

 

 詳細については、決算報告書を参照してください。

（https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/zaimu/index.html） 

 

区分 
令和７事業年度 

予算 決算 差額理由 

収入    

運営費交付金 10,530 10,508  

施設整備費補助金 1,406 1,665 
6年度当初予算および 6年度補正予算の未執行分
を当年度へ繰り越し執行したことによる増加 

研究開発補助金 - 123 収入を見込めないため予算未計上 

国庫補助金 29,726 21,812 翌年度繰越による減少 

政府出資金 8,791 8,791  

政府交付金 52 52  

長期借入金 4,200 4,200  

業務収入 5,594 5,374  

受託収入 687 728 政府外等受託研究費の増加 

寄附金収入 - 25 収入を見込めないため予算未計上 

諸収入 27 231 支出見合い収入や予見できない収入の増加 

業務外収入 342 368  

計 61,355 53,823  

支出    

人件費 11,505 11,045  

業務経費 36,326 28,861 業務委託費の減少と未執行分の翌年度繰越 

一般管理費 1,593 1,636  

施設整備費 1,406 1,665 
6年度当初予算および 6年度補正予算の未執行分
を当年度へ繰り越し執行したことによる増加 

借入金償還 8,856 8,856  

支払利息 369 331 予算金利と実行金利の差額による減少 

保険金 1,071 281 
保険金支払の対象となる災害の発生が想定を下
回ったため 

研究開発補助金経費 - 123 収入を見込めないため予算未計上 

受託経費 687 728 政府外等受託研究費の増加 

寄附金事業費 - 30 収入を見込めないため予算未計上 

業務外支出 94 53 雑諸費等の減少 

計 61,907 53,607  

https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/zaimu/index.html
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１２．財務諸表 

● 要約した財務諸表（法人単位） 

① 貸借対照表                       （単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

流動資産 30,213 流動負債 12,564 

現金及び預金※1 24,896 運営費交付金債務 － 

有価証券 2,300 支払備金 358 

林道割賦売掛金 882 預り寄附金 1 

特定地域整備割賦売掛金 256 預り補助金等 669 

農用地整備割賦売掛金 33 短期借入金 7,689 

賞与引当金見返 792 賞与引当金 819 

その他の流動資産 1055 その他の流動負債 3,028 

固定資産 1,281,438 固定負債 92,263 

有形固定資産 1,248,639 責任準備金 4,329 

無形固定資産 388 資産見返負債 2,515 

投資その他の資産 32,411 長期借入金 75,494 

  退職給付引当金 9,920 

  その他の固定負債 5 

  負債合計 104,827 

  純資産の部※２ 金額 

  資本金 869,879 

  資本剰余金 301,479 

  利益剰余金 35,467 

  純資産合計 1,206,824 

資産合計 1,311,651 負債･純資産合計 1,311,651 

（注）百万円未満を四捨五入した関係で、一部計が一致しないところがあります。（以下、各表とも同じ） 

 

②行政コスト計算書             （単位：百万円） 

区分 金額 

損益計算書上の費用 17,614 

経常費用※３ 17,614 

臨時損失※４  

その他行政コスト※５ 2,885 

行政コスト合計 20,500 
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③損益計算書                （単位：百万円） 

科目 金額 

経常費用(A)※３ 17,614 

研究業務費 11,497 

分収造林原価 90 

販売・解約事務費 1,931 

水源環境林業務費 54 

復興促進業務費 29  

保険引受費用 281 

保険業務費 630 

一般管理費 2,755 

財務費用 334 

雑損 12 

経常収益(B) 18,846 

運営費交付金収益 9,845 

施設費収益 553  

手数料収入 13  

成果普及等事業収入 22 

受託収入 735 

分収造林収入 399  

販売・解約事務費収入 1,931 

保険引受収益 1,711 

割賦利息収入 38  

国庫補助金等収益 1,105 

財産賃貸収入 1 

寄附金収益 60 

水源環境林負担金収入 5  

資産見返負債戻入 420  

賞与引当金見返に係る収益 590  

退職給付引当金見返に係る収益 702 

財務収益 194 

雑益 523 

臨時損失(C)※４ - 

臨時利益(D) 2 

目的積立金取崩額等(E) 583  

当期総利益（B-A-C+D+E）※６ 1,816 
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④純資産変動計算書                （単位：百万円） 

区分 資本金 資本剰余金 利益剰余金 純資産合計 

当期首残高 861,172 282,425 34,233 1,177,830 

当期変動額 8,707 19,053 1,233 28,994 

その他行政コスト※５ - △2,885 - △2,885 

当期総利益※６ - - 1,816 1,816 

その他 8,707 21,939 △583 30,063 

当期末残高※２ 869,879 301,479 35,467 1,206,824 

 

⑤キャッシュ・フロー計算書         （単位：百万円） 

区分 金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー △3,832 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー △2,317 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー 4,050 

Ⅳ資金増加額又は減少額（△） △2,099 

Ⅴ資金期首残高 26,995 

Ⅵ資金期末残高※１ 24,896 
 

（参考）資金期末残高と現金及び預金との関係 （単位：百万円） 

区分 金額 

資金期末残高 24,896 

現金及び預金 24,896 

 

財務諸表各表の関係は以下のとおりです。 

※１ 貸借対照表の現金及び預金、キャッシュ・フロー計算書の資金期

末残高 

※２ 貸借対照表の純資産合計、純資産変動計算書の当期末残高 

※３ 行政コスト計算書及び損益計算書の経常費用 

※４ 行政コスト計算書及び損益計算書の臨時損失 

※５ 行政コスト計算書及び純資産変動計算書のその他行政コスト 

※６ 損益計算書及び純資産変動計算書の当期総利益 

 

 詳細については、財務諸表を参照してください。

（https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/zaimu/index.html） 

 

https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/zaimu/index.html
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１３．財政状態及び運営状況の法人の長による説明情報 

① 貸借対照表 

  令和 7 年度末における資産合計は、1,311,651 百万円と、前年度末比 23,354

百万円増となっています。これは、主に植栽及び保育等に要した投資額の計上

により水源林の金額が増加したことによるものです。 

  また、令和 7 年度末における負債合計は、104,827 百万円と、前年度比 5,640

百万円減となっています。これは、主に長期借入金の新規借入に対し、長期借

入金の返済が上回り、借入金の残高が減少したことによるものです。 

② 行政コスト計算書 

令和７年度における行政コストは、20,500 百万円と、前年度比 154 百万円

減となっています。これは、主に減損損失相当額が減少したことによるもので

す。 

③ 損益計算書 

  令和７年度における経常費用は、17,614 百万円と前年度比 1,175 百万円増

となっています。これは、主に研究機器等の購入による消耗備品費、研究機器

や施設等の修繕費・保守費が増加したことによるものです。 

  令和７年度における経常収益は、18,846 百万円と前年度比 1,304 百万円増

となっています。これは、主に運営費交付金収益、施設費収益が増加したこと

によるものです。 

  令和７年度における当期総利益は、1,816 百万円と前年度比 57 百万円増と

なっています。これは、主に運営費交付金で購入した資産が増加したことによ

るものです。 

④  純資産変動計算書 

  令和７年度における純資産合計は、1,206,824 百万円と、前年度比 28,994 百

万円増となっています。これは、主に出資金・国庫補助金の受入が増加したこ

とによるものです。 

⑤  キャッシュ・フロー計算書 

  令和７年度における業務活動によるキャッシュ・フローは、△3,832 百万円

と、前年度比 3,593 百万円減となっています。これは、主に原材料又はサービ

スの購入による支出が増加したことによるものです。 

令和７年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、△2,317 百万円

と、前年度比 1,572 百万円減となっています。これは、主に有価証券の償還・
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売却による収入が皆減したことによるものです。 

令和７年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、4,050 百万円と、

前年度比 950 百万円増となっています。これは、主に長期借入金の償還によ

る支出が減少したことによるものです。 
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１４．内部統制の運用に関する情報  

  森林研究・整備機構は、役員（監事を除く）の職務の執行が通則法、機構法

又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業

務の適正を確保するための体制の整備に関する事項を業務方法書に定めてい

ますが、主な項目とその実施状況は次のとおりです。 

 

＜理事会の設置及び役員の分掌に関する事項（業務方法書第 76 条）＞ 

  機構は、「理事会規程」を整備し、理事長を頂点とした意思決定ルールの明

確化や役員の事務分掌を明示し責任を明確化することなどを定めています。 

  理事会は毎月開催され、業務運営の基本方針、内部統制、組織、人事及び予

算事項等の議題について審議が行われています。なお、議事録は原則公開して

います。 

 

＜リスク評価と対応に関する事項（業務方法書第 79 条）＞ 

  業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当

該リスクに適切に対応するため、リスク管理委員会の設置等を定めたリスク

管理規程を整備しています。本規程は、業務方法書第 75 条に規定する内部統

制システムのうち、リスクの発生防止、リスクが発生した場合の損失の最小化

を図り、もって機構の業務の適正の確保に資するものであり、令和７年度では

年度当初にリスクの識別等を行い年度末にその分析と評価を行うなどのリス

ク管理を適切に行っています。 

 

＜監事監査・内部監査（業務方法書第 82 条、第 83 条）＞ 

  監事は、機構の業務及び会計に関する監査を行います。監査結果について監

査報告を作成し理事長及び主務大臣に提出するとともにその内容について説

明します。なお、監査の結果、改善を要する事項があると認めるときは監査報

告に意見を付すことができるとされています。 

  また、理事長は、機構の業務の適正かつ能率的な運営、諸規定の実施状況等

に関する事項について、職員に命じて内部監査を行わせ、その結果に対する改

善措置状況を報告させることとなっています。令和７年度における内部監査

においては特段の問題はなく、適正に実施されたことを確認しています。 
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＜入札及び契約に関する事項（業務方法書第 85 条）＞ 

  入札及び契約に関し、監事及び外部有識者から構成される「契約監視委員会」

の設置等を定めた内部規程を整備しています。 

  令和７年度においては、６月と 12 月に同委員会を開催し、前年度の契約状

況や調達実績の点検等を行うとともに、当年度上半期における契約状況や随

意契約案件等について審議を行っています。 

  また、令和７年度の契約手続に係る審査委員会は 186 回開催しています。 
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１５．法人の基本情報 

（１）沿革 

明治 38 年 農商務省山林局林業試験所として東京府目黒村に発足 

明治 43 年 林業試験場に名称変更 

昭和 22 年 農林省林野局林業試験場に改編 

昭和 53 年 筑波研究学園都市に移転 

昭和 63 年 森林総合研究所に改編・名称変更 

平成 13 年 独立行政法人森林総合研究所発足 

平成 18 年 非公務員型独立行政法人化 

平成 19 年 独立行政法人林木育種センターと統合 

平成 20 年 旧緑資源機構業務を承継し、森林農地整備センターを設置 

平成 27 年 独立行政法人の 3 分類により、森林総合研究所は国立研究開

発法人に分類 

旧森林国営保険事業を承継し、森林保険センターを設置 

森林農地整備センターを森林整備センターに名称変更 

平成 29 年 国立研究開発法人森林総合研究所を国立研究開発法人森林研

究・整備機構に名称変更 

 

（２）設立に係る根拠法 

国立研究開発法人森林研究・整備機構法（平成 11 年法律第 198 号） 

 

（３）主務大臣 

農林水産大臣（農林水産省林野庁森林整備部研究指導課、整備課、計画

課及び農村振興局整備部農地資源課） 
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（４）組織図 （令和８年 3 月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）事務所の所在地 

主たる事務所 

森林総合研究所     茨城県つくば市松の里 1 番地 

従たる事務所 

北海道支所       北海道札幌市豊平区羊ヶ丘 7 番地 

東北支所        岩手県盛岡市下厨川字鍋屋敷 92 番 25 号 

関西支所        京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎 68 番地 

四国支所        高知県高知市朝倉西町二丁目 915 番地 

九州支所        熊本県熊本市中央区黒髪四丁目 11 番 16 号 

多摩森林科学園     東京都八王子市廿里町 1833 番 81 号 

林木育種センター    茨城県日立市十王町伊師 3809 番地 1 

北海道育種場      北海道江別市文京台緑町 561 番地 1 

東北育種場       岩手県滝沢市大崎 95 番地 

関西育種場       岡山県勝田郡勝央町植月中 1043 番地 

九州育種場       熊本県合志市須屋 2320 番 5 

森林バイオ研究センター 茨城県日立市十王町伊師 3809 番地 1 

森林整備センター    神奈川県川崎市幸区堀川町 66 番地 2 

東北北海道整備局    宮城県仙台市宮城野区榴岡二丁目 2 番 11 号 

関東整備局       神奈川県川崎市幸区堀川町 66 番地 2 
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中部整備局       愛知県名古屋市中区錦一丁目 10 番 20 号 

近畿北陸整備局     京都府京都市下京区五条通大宮南門前町 480 番 

中国四国整備局     岡山県岡山市北区下石井二丁目 1 番 3 号 

九州整備局       福岡県福岡市博多区博多駅前四丁目 11 番 19 号 

森林保険センター    神奈川県川崎市幸区堀川町 66 番地 2 

 

（６）主要な特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等の状況 
当法人の関連公益法人等は、公益財団法人国際緑化推進センター及び一般

社団法人日本森林学会です。 
公益財団法人国際緑化推進センターには、当該センターの理事長等 13 名

のうち当法人の役職員経験者が６名在籍しており、一般社団法人日本森林学
会には、当該学会の会長等 21 名のうち当法人の役職員経験者が７名在籍し
ていることから「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注
解」」第 106- 2-(1)に定める役職員経験者の占める割合が三分の一以上に該
当するものです。 
詳細については、財務諸表の附属明細書を参照してください。 

（https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/zaimu/index.html） 
 

  

https://www.ffpri.go.jp/koukaijouhou/zaimu/index.html
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（７）主要な財務データの経年比較 

【法人単位】 

（単位：百万円） 

区分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

資産 1,225,966 1,246,862 1,266,906 1,288,297 1,311,651 

負債 128,285 121,516 115,295 110,466 104,827 

純資産 1,097,681 1,125,346 1,151,611 1,177,830 1,206,824 

行政コスト 17,812 18,871 19,428 20,653 20,500 

経常費用 14,793 15,205 15,812 16,440 17,614 

経常収益 16,101 16,440 16,805 17,541 18,846 

当期総利益 1,779 1,703 1,591 1,759 1,816 

 

（８）翌事業年度に係る予算、収支計画及び資金計画 

【法人単位】 

①予算             （単位：百万円） 

区分 金額 

収入  

運営費交付金 10,866 

施設整備費補助金 - 

国庫補助金等 25,655 

政府交付金 52 

長期借入金 4,100 

業務収入 4,912 

受託収入 745 

諸収入 28 

業務外収入 340 

前年度繰越金 - 

計 46,698 

支出  

人件費 12,089 

業務経費 23,830 

保険金 1,016 

一般管理費 1,640 

施設整備費 - 

受託経費 745 

借入金償還 7,689 

支払利息 532 

業務外支出 62 

予算差異 △904 

計 46,698 

（注）百万円未満を四捨五入した関係で、一部計が一致しないところが

あります。（以下、各表とも同じ） 
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②収支計画           （単位：百万円） 

区分 金額 
費用の部 17,981 

経常費用 17,981 

人件費 9,238 

業務経費 2,413 

業務費 790 

一般管理費 1,454 

受託経費 745 

減価償却費 305 

分収造林原価 50 

販売・解約事務費 1,351 

水源環境林業務費 37 

復興促進業務費 10 

支払保険金 1,016 

責任準備金繰入 - 

財務費用 532 

雑損 40 

臨時損失 - 

収益の部 17,395 

経常収益 17,087 

運営費交付金収益 10,614 

受託収入 745 

諸収入 28 

分収造林収入 200 

販売・解約事務費収入 1,351 

資産見返補助金等戻入 23 

国庫補助金等収益 948 

水源環境林負担金収入 4 

保険料収入 1,592 

支払備金戻入 7 

責任準備金戻入 62 

賞与引当金見返に係る収益 568 

退職給付引当金見返に係る収益 443 

資産に係る繰越収益戻入 305 

割賦利息収入 19 

財務収益 179 

雑益 309 

臨時利益 - 

純利益 △586 

前中長期目標期間繰越積立金取崩額 614 

総利益 28 
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③資金計画          （単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 70,786 

業務活動による支出 39,651 

投資活動による支出 2,689 

財務活動による支出 7,689 

次年度への繰越金 20,758 

資金収入 70,786 

業務活動による収入 34,475 

運営費交付金による収入 10,866 

受託収入 745 

補助金収入 17,555 

収穫等収入 2,551 

政府交付金収入 52 

負担金・賦課金収入 558 

その他の収入 2,149 

投資活動による収入 2,321 

施設整備補助金による収入 - 

その他の収入 2,321 

財務活動による収入 12,200 

前年度からの繰越金 21,790 

 

  



56 

 

１６．参考情報 

（１）要約した財務諸表の科目の説明 【法人単位】 

① 貸借対照表 

現金及び預金 現金と預貯金 

林道割賦売掛金 旧緑資源幹線林道事業等の移管区間に係る負担金、賦課金で

納期未到来の元金額 

特定地域整備割賦

売掛金 

特定中山間保全整備事業の完了区域に係る負担金、賦課金で

納期未到来の元金額 

農用地整備割賦売

掛金 

農用地総合整備事業の完了区域に係る負担金で納期未到来の

元金額 

賞与引当金見返 賞与にかかる引当金見合いの額 

その他の流動資産 棚卸資産、前払費用、未収収益、未収入金、未収還付消費税

等、等 

有形固定資産 土地、建物、機械装置、車両、工具など法人が長期にわたっ

て使用又は利用する有形の固定資産 

無形固定資産 特許権、ソフトウェア等具体的な形態を持たない資産 

投資その他の資産 投資有価証券、長期性預金、敷金・保証金、退職給付引当金

見返、預託金 

運営費交付金債務 法人の業務を実施するために国から交付された運営費交付金

の債務残高 

支払備金 当該年度に発生している事故のうち、被保険者からの損害発

生通知の未達、損害調査の未了等の事情により未確定となっ

ている保険金に相当する額 

預り寄附金 個人、民間等からの寄附金 

預り補助金等 概算交付を受けた補助金等 

短期借入金 返済期限が１年以内に到来する財政融資資金借入金及び民間

金融機関借入金等 

賞与引当金 賞与に係る引当金 

その他の流動負債 未払金、未払費用、契約負債、前受金、預り金等 

責任準備金 収入保険料のうち、森林保険契約に定めた保険期間のうち事

業年度末においてまだ経過していない期間に対応する責任に

相当する額 
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資産見返負債 運営費交付金、寄附金及び無償譲与の財源で取得した固定資

産見合いの負債 

長期借入金 財政融資資金借入金及び民間金融機関借入金等の未償還残高 

退職給付引当金 退職給付に係る会計基準により算出した引当額 

資本金 国からの出資金であり、法人の財産的基礎を構成 

資本剰余金 国から交付された施設費・現物出資・目的積立金を財源とし

て取得した資産で法人の財産的基礎を構成するもの 

利益剰余金 法人の業務に関連して発生した剰余金の累計額 

 

② 行政コスト計算書 

損益計算書上の費

用 

損益計算書における経常費用、臨時損失等 

その他行政コスト 政府出資金や国から交付された施設費等を財源として取得し

た資産の減少に対応する、独立行政法人の実質的な会計上の

財産的基礎の減少の程度を表すもの 

行政コスト 独立行政法人のアウトプットを産み出すために使用したフル

コストの性格を有するとともに、独立行政法人の業務運営に

関して国民の負担に帰せられるコストの算定基礎を示す指標

としての性格を有するもの 

 

③ 損益計算書 

研究業務費 法人の業務に要した費用 

分収造林原価 公共工事等による分収造林契約の一部解約等に伴う投資減少

額 

販売・解約事務費 造林木の売払及び解約等に係る販売・調査諸経費 

水源環境林業務費 育成途上の森林を対象とした間伐等の実施に要した経費 

復興促進業務費 伐採に伴い発生した副産物の減容化等に要した経費 

保険引受費用 支払保険金、払戻金 

保険業務費 保険業務に要した事務委託費等 

一般管理費 人件費、減価償却費等 

財務費用 利息の支払に要する経費 

雑損 完了区域に係る物件費及びその他の勘定科目に属さない雑損 
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運営費交付金収益 国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識したも

の 

施設費収益 国からの施設費のうち、当期の収益として認識したもの 

手数料収入 種子、木材の鑑定等手数料 

成果普及等事業収

入 

公開施設の入園料、種苗配布料 

受託収入 国、地方公共団体、民間等からの受託収入の当期収益 

分収造林収入 造林木の間伐等による売却及び解約等による損失補償金の分

収金 

販売・解約事務費

収入 

造林木の売払及び解約等に係る販売・調査諸経費の回収金 

保険引受収益 保険料収入、支払備金戻入及び責任準備金戻入を合計した額 

割賦利息収入 負担金、賦課金の受入額のうち割賦利息相当 

国庫補助金等収益 支払利息及び一般管理費のうち国庫補助金により措置された

額 

財産賃貸収入 不動産貸付料 

寄附金収益 個人、民間等からの寄附のうち、当期の収益と認識したもの 

水源環境林負担金

収入 

水源環境林整備事業において新たに施業対象となる森林の土

地所有者より徴収した負担金額 

資産見返負債戻入 運営費交付金、国庫補助金等の財源で取得した固定資産の減

価償却費見合いの額 

賞与引当金見返に

係る収益 

賞与引当金見返計上に伴う当期収益額 

退職給付引当金見

返に係る収益 

退職給付引当金見返計上に伴う当期収益額 

財務収益 受取利息 

雑益 職員宿舎貸付料収入及び雇用保険料個人負担分並びに他の勘

定科目に属さない雑益 

臨時損益 固定資産除却損、減損損失、投資有価証券売却益 

目的積立金取崩額

等 

前中期目標期間繰越積立金取崩額が該当 
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④ 純資産変動計算書 

当期末残高  貸借対照表の純資産の部に記載されている残高 

 

⑤ キャッシュ・フロー計算書 

業務活動によるキ

ャッシュ・フロー 

法人の通常の業務の実施に係る資金の状態を表し、原材料、

商品又はサービスの購入による支出及び人件費支出並びに運

営費交付金収入及び自己収入等が該当 

投資活動によるキ

ャッシュ・フロー 

将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係

る資金の状態を表し、固定資産の取得及び売却等による収

入・支出が該当 

財務活動によるキ

ャッシュ・フロー 

資金の調達及び返済による資金の状態を表し、リース債務の

返済による支出及び長期借り入れによる収入、長期借入金の

返済による支出、政府出資金の受入による収入等が該当 
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（２）その他公表資料等との関係の説明 

◆ ウェブサイトでは、当機構の行う研究開発業務、水源林造成業務、森林保

険業務に関する取組や成果、イベント開催等の各種情報を発信しています。 

 
 

 

◆ 環境報告書           ◆ 季刊森林総研

   
 

 

 

 

  

https://www.ffpri.affrc.go.jp
https://www.ffpri.go.jp/kankyou/index.html
https://www.ffpri.go.jp/pubs/kikan/index.html
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◆ 研究成果選集              ◆ 林木育種情報 

  
 

 

◆ 季刊水源林                ◆ 森林保険だより 

  
 

 

https://www.ffpri.go.jp/pubs/seikasenshu/index.html
https://www.ffpri.go.jp/ftbc/business/issue/ikusyujyouhou.html
https://www.green.go.jp/annai/gaiyo/kohoshi.html
https://www.ffpri.affrc.go.jp/fic/g/hokendayori/index.html

